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平成２７年 多賀城市教育委員会第１回定例会会議録

１ 会議の年月日 平成２７年１月２６日（月） 

２ 招集場所   市役所５階 ５０１会議室

３ 出席委員   委員長 浅野 憲隆   委 員 菊池 すみ子 

         委 員 今野 喜弘   委 員 樋渡 奈奈子 

         教育長 菊地 昭吾 

４ 説明のため出席した事務局職員 

副教育長兼教育総務課長 大森 晃  

学校教育課長   髙砂 弘之 

生涯学習課長   武者 義典 

文化財課長    郷右近 正晃 

参事兼教育総務課長補佐  佐藤 良彦 

５ 記 録 係  教育総務課副主幹 伊東 芳恵

６ 開会の時刻  午後４時 

７ 議事日程 

   日程第１  前回会議録の承認について 

   日程第２  会議録署名委員の指名について 

   日程第３  諸般の報告  

事務事業等の報告 

   日程第４  議 事 

議案第１号  平成２７年度多賀城市教育基本方針及び教育重点目標に

ついて 

議案第２号  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に対す

る意見について 

議案第３号  平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第７号）に対

する意見について 

日程第５  その他 
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委員長   

ただいまの出席委員は５名であります。定足数に達しておりますので、これ

より平成２７年第１回定例会を開会します。 

日程第１ 会議録の承認について

委員長   

先ず、前回定例会の会議録について、承認を求めます。 

会議録については、事前にお配りをいたしておりますので、本日は朗読を省

略します。前回定例会の会議録について承認を求めますが、御異議ありません

か。 

  （異議なしの声あり） 

委員長 

  異議がないものと認め、前回定例会の会議録については、承認されました。 

日程第２ 会議録署名委員の指名について

委員長  

       続きまして、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、多賀城

市教育委員会会議規則第２２条第３項の規定により、委員長において菊池すみ

子委員、樋渡委員を指名します。よろしくお願いいたします。 

日程第３ 諸般の報告について

        事務事業等の報告

委員長 

      これより、本会議に入ります。事務事業等の報告について、教育長の説明を

求めます。 

教育長   

はい。諸般の報告をいたします。平成２６年第１２回教育委員会定例会以降

の事務事業の執行状況及び諸会議等の状況は、次のとおりです。 

       教育総務課関係、１月５日、定期昇給者に係る辞令交付を行いました。教育

委員会事務局職員は５６名中４９名が定期昇給しております。 

       １月１５日、「第６回仙台管内教育委員会教育長会議」が仙台合同庁舎で開

催され、教育長が出席しました。 
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学校教育課関係、市立小中学校は、昨年１２月２３日から１６日間の冬休み

を終え、１月８日から３学期に入っております。 

冬休み中の１２月２５日から２７日までの３日間には、今年度で第３回目と

なりました「多賀城スコーレ（ウィンタースクール）」を、多賀城小学校及び

多賀城市中央公民館で開催し、小学生延べ１２５人、中学生延べ９９人の参加

がありました。 

小・中学校のインフルエンザについては、本日までに天真小学校４学級、城

南小学校２学級、多賀城小学校１学級で学級閉鎖の報告がありました。その他

の学校からも少人数ながら罹患者発生の報告がありますので、管理校医の指導

を受けながら、引き続きうがいや手洗いの励行等、感染の未然防止に努めてま

いります。 

生涯学習課関係、１月９日、「多賀城市青少年健全育成市民会議第３回理事

会」が開催され、平成２６年度青少年善行表彰者の選考や少年の主張全国大会

の報告等を行いました。１月１０日、「１０，０００人寒げいこ」が総合体育

館において行われ、１４団体２９６名が参加しました。 

１月１１日、「平成２７年成人式」を文化センターで開催しました。対象者

は平成６年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた６６４名（男３５８

名・女３０６名）で、市外に居住している新成人を含む４７６名の出席があり

ました。式典については、市内中学校の卒業生９名で組織する実行委員会が準

備段階から企画運営し、中学校当時を振り返る映像や恩師のスピーチ等が行わ

れました。 

１月１７日、ＮＨＫの番組「着信御礼！ケイタイ大喜利（おおぎり）」の公

開収録が文化センターで行われ、９１３名の参加者がありました。 

１月１８日、「パワーアップジャパン From Tokyo」が総合体育館で開催され、

２３０名が武道や体操、球技を通じてトップアスリートと交流しました。１月

２１日、新図書館が設置される「駅北再開発ビルの安全祈願祭」が駅北再開発

地区で行われました。 

文化財課関係、１月１０日から３月２２日までの会期で、みぢかな文化財展

「くらしと農耕」を多賀城史遊館で開催しております。 

１月１３日から１月２２日にかけて、多賀城地区ほ場整備事業に係る住民説

明会が地区ごとに開催され、文化財課長等が出席しております。 

平成２７年１月２６日提出、教育長。以上でございます。 

委員長   

ただいまの教育長の事務事業等の説明について、何か質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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委員長   

質疑がないものと認め、事務事業等の報告を承認します。 

日程第４ 議事

議案第１号 平成２７年度多賀城市教育基本方針及び教育重点目標に

ついて 

委員長   

次に、議案第１号平成２７年度多賀城市教育基本方針及び教育重点目標につ

いて、教育長の説明を求めます。 

教育長   

議案第１号平成２７年度多賀城市教育基本方針及び教育重点目標について、

担当課長から説明させます。

委員長  

  副教育長。 

副教育長  

議案第１号平成２７年度多賀城市教育基本方針及び教育重点目標について 

ですが、別紙のとおり定めるものでございます。 

資料の３ページになりますが、資料の４ページから７ページまで、議案の本

文が記載されておりますが、本日の説明は、別冊の資料でご説明申し上げます。

別冊の議案第１号資料をご覧ください。平成２６年度との変更箇所を色つきで

示しております。朱書きが平成２７年度の内容になります。内容を順にご説明

申し上げます。恐れ入ります、資料の中段の２６年度を２７年度に訂正お願い

します。申し訳ございません。 

はじめに多賀城市教育基本方針ですが、基本方針は、昨年度と内容を変更は

しておりません。 

これは、平成２３年度に、平成２３年度を初年度とする第五次多賀城市総合

計画が策定され、多賀城市の将来都市像、教育関係の政策タイトルが決定した

ことから、それらとの統一性を持たせるために一部変更しておりますが、これ

は、基本方針でございますので、平成２４年度から、引き続いて、同じ内容と

なっております。次に、この教育基本方針を受けまして教育重点目標を定めて

おります。この重点目標につきましては、「１の学校教育の充実」から「５の

文化財の保存と活用」まで、それぞれの分野における内容を定めております。 

東日本大震災以後、震災からの復旧・復興関係の項目が、全体として、大き
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かったのですが、ハード面の災害復旧工事等が平成２４年度で終了し、それか

ら震災によって、延期、休止、縮小などを余儀なくさせられていた事務事業な

ども、震災前の姿に戻ってきているという状況でございます。それでは、各項

目に、担当課長からその概要と変更内容などをご説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

学校教育課長  

１の学校教育の充実につきまして、１ページから２ページにかけてご説明

します。全体的にまず申し上げますが、学校教育充実のため、知徳体３つの

バランスの良い人格の完成を目指して、多賀城市の教育基本方針に則り実践

を行っていきます。中でも、確かな学力、豊かな心、健やかな体、この文言

につきましては、５つの柱立てをして、その中の３つの項目として述べさせ

ていただきました。それに加え多賀城を知り、多賀城を語れる児童生徒の育

成に努める。また、加えて、震災後の心のケアを充実させることによる円滑

な学校運営の支援に努めることで、総括したいと思います。 

柱立てとしては５つの項目に分けて、今申し上げたことの細かな施策に、

努めてまいります。 

まず、一つ目ですが、確かな学力を育む教育の施策です。これにつきまし

ては、思考力、判断力、表現力、そうした幅広い意味での確かな学力を育む

ために様々な施策をとってまいります。特に教職員の授業力の向上や、体験

的な学習の支援、家庭学習の啓発支援につきましては、今年度も重点的に取

り組み、支援員の配置とともに大きな役割を果たしているところです。 

（２）の豊かな心を育む心の教育の施策ですが、自己肯定感や自尊心を高

めていく、そういう教育を推進しながら、教員からは語りかけて励まし、認

めて育てるそうした生徒指導の支援を行うことを中心として、様々な相談活

動にも当たりながら、スクールソーシャルワーカーを中心とした体制の整備

にも努めてまいります。 

（３）、２ページになりますが、健やかな体を育てる健康教育推進の施策

にも努めてまいります。特にここの部分では、○（まる）の３つめですが、

震災による心の影響の実態把握が欠かせません。その実態把握に努めた上で、

その前提に則った適切なケアの推進を今後も続けていきます。そのためには、

福祉部門、警察、児童相談所、スクールソーシャルワーカー、スクールカウ

ンセラー等との協働体制をとりながら推進してまいります。 

（４）の開かれた特色ある多賀城らしい教育の推進の施策ですが、先ほど

申し上げたとおり、多賀城を知り多賀城を語れる児童生徒の育成ということ

で、多賀城らしい理科教育の推進ですとか、国際理解教育の充実のためにＡ
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ＬＴをうまく活用し、保護者・地域の信頼に応える学校づくり、そして開か

れた学校経営に支援をしていきたいと思います。 

（５）は安全で潤いのある学校教育環境づくり推進の施策ですが、やはり

安全で安心して遊ぶことのできる教育施設の整備、学校環境の整備に今後も

努めてまいります。特に防災教育につきましては、防災副読本の作成に平成

２７年度は重点的にあたる予定にしておりますので、行政の防災部門ととも

に、大学、高等学校と協働のもと、一体となった連携を強化してまいります。 

本年度は、用語の見直しを行いまして、２ページの一番上にございますが、

学校生活指導支援員という名称に直してあります。これはその他の、特別教

育支援員や、理科支援員、学習支援員などと同じように同様に名称を揃えた

という意味です。 

（５）に新たに、学校施設の計画的な整備を加えました。城南小学校の大

規模改修工事や、多賀城中学校及び多賀城東小学校のエレベータ改修工事等

が計画的に行われることから、項目として新たに位置付けました。 

その下の防犯・防災教育・安全教育の推進の中の防災副読本の作成ですが、

名称については、自明なので多賀城市を削除しました。また、平成２７年度

は調査研究を終えて作成の段階ですので、調査研究を削除しました。さらに、

大学、高等学校、行政防災部門とより一体化した取り組みを強調するため、

それぞれを黒い・（ぽつ）でつなぎました。以上でございます。 

生涯学習課長  

生涯学習課関係でございます。２ページの２生涯学習の振興から３ページ

の４芸術文化の振興まで説明いたします。 

まず、２の生涯学習の推進につきましては、これまでの取り組みの成果を

大切にしながら、講座や学習内容の充実、学校・家庭・地域の連携協力によ

る協働教育の推進、読書活動の推進、団体支援に取り組んで参ります。平成

２７年度は、学校支援地域本部事業の全中学校区での実施、放課後子ども教

室も市内すべての小学校で実施します。市立図書館の移転新設によりあらゆ

る世代の集う知の空間を創設します。 

３のスポーツの振興でございますが、多種目・多世代・多目的でつくる市

民スポーツ社会実現のための取り組みを進めて参ります。スポーツ機会の充

実、社会体育施設の環境整備、スポーツ団体の支援に取り組んで参ります。 

４の芸術文化の振興については、市民の多様な文化活動を積極的に支援し

ます。心の豊かさを求める市民の文化に寄せる関心と期待に対応するため、

国内外の優れた芸術を鑑賞する機会の拡充に努めます。文化センターの機能

充実を図り、特性を活かしたホール事業を実施します。市民団体が自主的に
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取り組む発表会やコンサート等の催しを応援します。 

文化財課長  

５の文化財の保存と活用ですが、東日本大震災復興計画において、復旧期

から再生期に入ったことによる文言整理や、新規事業について施策の追記を

しております。施策の（１）特別史跡の公有化及び史跡地内の景観保全につ

きましては、公有化を促進し、史跡地内の景観を保存していきます。 

（２）の特別史跡多賀城跡復元整備事業につきましては、検討委員会議を

開催し、南門復元の実施設計の見直しを図っていきます。 

（３）の名勝おくの細道の風景地の景観保全につきましては、昨年、国の

名勝に採択されたことから、その景観を保全する目的で、保存管理活用計画

を作成します。 

（４）の文化財保護意識の普及啓発、（５）の文化財調査の実施と保存活

用の推進、及び（６）の埋蔵文化財調査センター体験館の管理運営につきま

しては、埋蔵文化財調査センターを拠点に展示会を開催し、保護意識の普及

啓発を推進します。 

（７）の文化財関連施設の整備については、古文書等収納設備設置の検討

を終えたことから、古文書等を保存する特別収蔵庫の改修工事を行っていき

ます。 

以上、簡単ではございますが、平成２７年度の教育重点目標の説明を終わ

ります。 

副教育長 

もう一つ、議案の資料として、５ページから「平成２６年度の教育基本方

針、教育重点目標の主な実績」を記載させていただいております。これらと

連動するような形で平成２７年度の重点目標を設定しております。こちらの

ひとつひとつの事業ごとの説明については、割愛させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、議案第１号の説明を終わります。

委員長   

ただいまの説明について、何か質疑ありませんか。今野委員。 

今野委員  

学校教育のところで聞きたいのですが、２ページの（４）ふたつ目ですが、

多賀城らしい理科教育推進とありますが具体的にはどのようなことですか。 

（５）の○（まる）の３番目、防犯防災教育のところですが、「・（黒点）」

になっています。それと危機管理マニュアルの後ろは、「、（読点）」にな

っていますが、ここは直さないのでしょうか。細かいことなのですが、ここ
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だけお願いします。 

学校教育課長  

（４）の多賀城らしい理科教育の推進ということですが、理科教育そのも

のが多賀城市の学校教育におけるひとつのエポックと考えています。具体的

には、小学校６校にすべて理科支援員を配置して、実験等で不備等のないよ

うに、それから実際に授業を行う教員の実質的な支援が充実して、より理科

に対する興味・関心がわくような実験の準備にあたってもらっています。そ

ういうことで、大学や研究施設なども多い多賀城市が理科教育の拠点として

の位置付けを推進していこうという意味合いです。 

それから、防災副読本につきましては、防災副読本の作成と一体化した取

り組みとして、危機管理マニュアルの整備支援を一緒にやっています。その

間が「・（黒点）」でつながっているのは、それだけ密な意味合いをもって

いるということです。それとひとつかけ離れたところに、読点がありますが、

読点で大学・高等学校、実際には東北大学防災研究所と多賀城高等学校、行

政の防災部門、実際は交通防災課ですけれども、そことしっかりと連携を図

ったということで、一体となろうという意味合いが強くなります。そこで、

中心に黒点がつく形になっています。そういう意味合いですが。 

今野委員  

危機管理マニュアルの整備支援のところだけ読点になっていますが、意味

があってですか。 

学校教育課長  

ここが読点になっているのは、資料集作成と整備支援がひとつになってい

るという意味です。 

今野委員  

了解しました。わかりました。 

委員長 

他に、質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長 

質疑がないものと認め、採決に入ります。議案第１号について御異議あり

ませんか。 

    （「異議なし」の声あり。） 

委員長 

   異議がないものと認め、議案第１号について原案のとおり決定します。
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議案第２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に対する意見に

ついて 

委員長 

次に、議案第２号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に対する意見について、教

育長の説明を求めます。 

教育長 

           議案第２号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に対する意見について、副教育長か

ら説明させます。 

委員長  

   副教育長。 

副教育長  

それでは、議案第２号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に対する意見について、

ご説明いたします。資料の８ページになりますが、このことについて、市長か

ら意見を求められたので、異議ない旨意見を申し出たいというものです。 

９ページが、市議会に提案される議案になります。また、１０ページから１

３ページまでに、条例改正の改正案がありますが、改正内容につきましては、

改正する条例が、５つありますが、第１条から第５条まで５つの条文になって

いますが、条例を条ごとに改正しています。 

１０ページをご覧下さい。第１条で、教育委員会教育長の給与及び勤務時間

等に関する条例の一部改正、第２条で、多賀城市職員の職務に専念する義務の

特例に関する条例の一部改正、第３条で、特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部改正、第４条で、多賀城市職員定数条例の一

部改正、第５条で、暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例

の一部改正、以上のように、５つの条例の改正を行うものですが、改正内容に

つきましては、改正案文ではわかりにくいところもありますので、後ろのペー

ジにある新旧対照表でご説明いたします。 

１４ページをご覧下さい。第１条の、教育委員会教育長の給与及び勤務時間

等に関する条例の一部改正ですが、左側が新、右側が現で現在の内容です。第

１条の教育長の給与等につきましては、これまで教育公務員特例法で規定され

ておりましたが、今回の改正により、地方自治法の規定によるものとされたこ
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とから、根拠法令の規定を改正するものです。次の、「給与に関し」からの部

分につきましては、文言の修正を行うものです。第２条の給料のところの改正

につきましては、これまで、教育長は一般職でしたが、今回の改正によって特

別職となることから、所要の改正を行うものです。 

次の１５ページをご覧下さい。第２条の、多賀城市職員の職務に専念する義

務の特例に関する条例の一部改正ですが、今回の改正に伴い、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第１１条第５項に、教育長の職務専念義務が規定さ

れたことから、第１条にその根拠法令を追加し、第２条に「教育委員会の教育

長」を追加するものです。 

同じページの下の欄になりますが、第３条の、特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正ですが、これはこちらの表をみて

いただくとわかりますが、報酬の額を決めている現在の表の中から、委員長の

部分を削るものです。 

次の１６ページをご覧下さい。第４条の、多賀城市職員定数条例の一部改正

ですが、これは、「教育長を除く。」という規定を削るものです。この条文は

一般職の職員の定数を規定するに当たり、その定義をしている部分ですが、今

回の改正で、教育長は特別職となったことから、この改正を行うというもので

す。 

最後になりますが、第５条の、暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限

に関する条例の一部改正ですが、これは今回の改正で、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の条ずれがあったために、所要の改正を行うものです。な

お、改正後の第２５条は「事務の委任」について定めたものですが、内容に一

部改正はありますが、法律条文の意義は基本的には変わりはありません。改正

内容は以上のようなものになります。 

資料の１１ページにお戻り下さい。この条例の施行日ですが、附則にありま

すとおり、平成２７年４月１日になります。 

また、次の１２ページからになりますが、附則の第２項から第６項までは、

経過措置になります。これらの附則の内容は基本的には同じ内容になりますが、

この１２ページの上から２行目から４行目にかけまして、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。以下

「改正法」という。）附則第２条第１項の場合においては、という規定があり

ます。 

これはどういう内容かといいますと、これまで制度改正の内容をご説明する

中で何度かお話ししてきましたが、現在の教育長の、教育委員としての任期が

満了するまでは、教育長は従前の例により在職し、委員長も在職するというこ
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とになります。 

現在の菊地教育長の教育委員としての任期は、平成２８年９月３０日までで

すので、それまでの間は、これまでどおりの教育長が在職し、委員長も引き続

き在職するということになります。今回の条例の附則の経過措置では、ただ今

説明した期間については、今回の改正による改正後の条例ではなく、今回の改

正による改正前の条例が、これまでどおり効力を有するというのが、その内容

でございます。現在の教育長が任期中在職する間は、これまでの条例がこれま

でどおり効力を有するということになります。 

以上で、説明を終わります。 

委員長  

   ただいまの説明について、質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長   

質疑がないものと認め、採決に入ります。議案第２号について御異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」の声あり。） 

委員長  

   異議がないものと認め、議案第２号について原案のとおり決定します。

         議案第３号 平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第７号）に対す

る意見について 

委員長  

           次に、議案第３号平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第７号）に対す

る意見について、教育長の説明を求めます。 

教育長   

議案第３号平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第７号）に対する意

見について、担当課長から説明いたします。 

副教育長  

議案第３号平成２６年度多賀城市一般会計補正予算（第７号）に対する意見

にいて、資料の１７ページになりますが、このことについて、市長から意見を

求められたので、異議ない旨意見を申し出たいというものです。 

１８ページからの、補正予算第７号をご覧ください。こちらの資料で内容を

ご説明いたします。 

なお、これからご説明する補正予算の内容ですが、２月の市議会に提案し審
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議いただく予定でございます。 

それでは、２０ページをお願いします。右側に、一般会計予算の歳出合計額

が出ておりまして、歳入歳出とも同じ金額ですが、補正額合計としまして、 

２１億８，０６３万円を減額し、総額で３７１億３，８２３万８，０００円と

するものでございます。 

同じ表に、１０款教育費がございますので、ご覧ください。教育費の予算額

については、左側一番下になりますが、３，５１５万７，０００円を減額する

もので、補正後の教育費の予算額は、３３億１，７３７万６，０００円となる

ものでございます。 

右側の上に、１の教育総務費から、５の保健体育費までありますが、それぞ

れ記載のとおりの金額の補正を行っております。内容につきましては、後ろの

資料で順にご説明いたします。 

はじめに、申し上げでおきますが、今回の補正予算につきましては、平成 

２６年度の事務事業の完了に伴う執行残の予算の減額が主なものになってお

りますので、各課長からの説明の際には、執行残の場合は、詳細の説明は省略

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

なお、図書館の移転に関する関係予算については、繰越明許費、債務負担行

為補正などもあり、金額的にも大きく増額となっておりますので、図書館の移

転に関する部分につきましては、別に資料を用意しておりますので、今回の補

正予算全体をご説明した後で、最後に図書館関係を資料によりご説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

それでは、歳出から補正の内容をご説明いたしますので、４４ページをお願

いいたします。 

学校教育課長 

           １０款１項２目事務局費で、１９６万４，０００円の減額です。学校教育課

関係で、説明欄１学校教育指導事業は、教師用教科書、指導書の購入の費用で

すが、事業費確定に伴う減額補正です。続いて、説明欄２の防災副読本作成事

業で報償費５０万円の減額補正ですが、東北大学からの申し出で講師派遣無報

償措置によるものです。説明欄３の栄養教諭を中核とした食育推進事業ですが、

３０万円の減額補正です。 

これは平成２５年度、平成２６年度の２カ年で県の指定を受けた事業ですが、

県の事業中止に伴うものです。４５ページになりますが、説明欄４の多賀城市

中学校体育連盟補助事業ですが、８１万１，０００円の減額補正です。県中体

連の生徒分負担措置に伴うものです。 

副教育長 
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１０款２項１目小学校の学校管理費で、５８６万５，０００円の減額でござ

います。説明欄の、教育総務課関係ですが、１の学校施設維持管理事業で、需

用費の消耗品費につきましては、児童用の机椅子の一部を更新し、購入するた

めの増額、４４万４，０００円でございます。光熱水費、１６１万５，０００

円につきましては、電気料の不足に伴う増額でございます。これは、過去の実

績をもとに予算を計上しているわけですが、４月からの値上げに伴うものが主

なものでございます。 

次に、２の城南小学校校舎大規模改造事業で、６７０万４，０００円の減額

補正です。これは、設計業務委託、耐力度調査委託について、契約額が確定し

たことに伴う執行残の減額でございます。 

次に、３の多賀城東小学校エレベータ改修事業で、１２２万円の減額補正で

すが、これは、設計業務委託の契約額が確定したことに伴う執行残の減額でご

ざいます。 

１０款２項２目小学校の教育振興費で、２０万３，０００円の減額でござい

ます。１の教育教材整備事業、３９万３，０００円ですが、これは、消耗品費

３万１，０００円と、備品購入費３６万２，０００円の増額ですが、この４月

から多賀城小学校に特別支援学級（難聴学級）が新設される予定ですが、その

児童のための消耗品、備品の準備を行うためのものでございます。今回、小学

校と中学校の、机椅子の購入、また、教育教材としての消耗品、備品購入費を

補正しておりますが、これらは、財源内訳に記載のとおり、教育費寄付金を充

当しているものでございます。 

学校教育課長 

           続いて学校教育課関係、説明欄１の就学援助事業、小学校修学旅行費ですが、

事業確定に伴う執行残でございます。２の特別支援教育就学奨励事業、小学校

学校給食費につきましては、事業費確定に伴う２５万円の減額補正でございま

す。 

副教育長  

次に、１０款３項１目 中学校管理費で、２９８万４，０００円の減額でご

ざいます。そのうち、説明欄の教育総務課関係ですが、１の学校施設維持管理

事業で、２５０万円の増額ですが、需用費の消耗品につきましては、生徒用の

机椅子を一部、更新し、購入するための増額、４３万９，０００円でございま

す。光熱水費、２０６万１，０００円につきましては、電気料の不足に伴う増

額でございます。これは、過去の実績をもとに予算を計上しているわけですが、

４月からの値上げに伴うものが主なものでございます。 

なお、財源内訳に記載のとおり、机・椅子には教育費寄付金を充当している
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ものでございます。 

次に、多賀城中学校プール改修事業について、４２６万４，０００円の減額

補正ですが、プールの缶体シートの修繕が終了していることに伴う執行残の減

額でございます。 

次に、多賀城中学校エレベータ改修事業で、１２２万円の減額補正ですが、

これは、設計業務委託の契約額が確定したことに伴う執行残の減額でございま

す。 

次に、１０款３項２目中学校費の教育振興費で、１７２万６，０００円の減

額でございます。そのうち説明欄の教育総務課関係ですが、１の教育教材整備

事業（中学校）で、２４万９，０００円を増額するものです。消耗品費１万 

２，０００円と、備品購入費２３万７，０００円の増額につきましては、この

４月から第二中学校と高崎中学校に特別支援学級が新設される予定ですが（第

二中学校が肢体不自由児学級、高崎中学校が病弱・身体虚弱学級）、それらの

生徒のための消耗品、備品の準備を行うためのものでございます。なお、財源

内訳に記載のとおり、これらに対しましては、教育費寄付金を充当しているも

のでございます。 

学校教育課長 

           続いて学校教育課関係、説明欄１の就学援助事業、中学校修学旅行費、校外

活動費の事業確定に伴う１９７万５，０００円の減額補正です。これは、認

定見込み数としては当初認定とほぼ同じ人数が認定される予定ですが、修学

旅行費と校外活動費を見込んでいた人数が実際には少なくなったために、減

額するものでございます。 

文化財課長  

続 き ま し て １ ０ 款 ４ 項 ４ 目 文 化 財 保 護 費 で ご ざ い ま す が 、 ２ １ ４ 万 ５ ， ０ ０ ０

円の減額補正でございます。説明欄１の文化財保護管理事業で１万５，０００

円の増額補正は、市民からの教育寄附金を特別史跡内管理維持の費用に充当す

るものでございます。２の被災文化財（古文書等）保全等事業で２１６万円の

減額補正は、事業費の確定による減額補正です。 

生涯学習課長  

次に、１０款４項６目図書館費で５７５万円の減額補正でございます。説

明欄 1 の図書資料整備管理事業で１２５万円の増額補正でございますが、こ

れは、教育費寄附金の活用により、図書の購入に充てるものでございます。

同じく図書館費、説明欄 2 の図書館駐車場法面改修事業で、７００万円の減

額補正でございますが、工事請負費として、法面改修工事が完了（２月完了

予定）となることに伴う、執行残額でございます。次の４７ページをご覧下
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さい。次に、１０款４項８目市民会館費で１，１３６万円の減額補正でござ

います。説明欄 1 の文化センター改修事業でございますが、委託料として、

改修に係る設計委託の契約金額が確定したことに伴う、執行残の減額でござ

います。 

恐れ入りますが、２１ページをお願いします。第２表、繰越明許費の１０款

４項文化センター改修事業で４，６４４万円の繰越明許でございます。文化セ

ンターに関する改修設計委託について、平成２６年１２月に契約締結をしたと

ころですが、現場調査の範囲が広範囲に及び、文化センター内にある、市民会

館・中央公民館・埋蔵文化財調査センターの各施設間での詳細な調整も必要と

なるため、委託期間の延長が必要となることから、これを繰り越すものでござ

います。なお、事業の完了は平成２７年８月末を予定しております。 

次に文化センター関係として、債務負担行為について、説明いたします。 

２２ページをお願いします。第３表債務負担行為補正でございます。追加欄

の上から４番目の、「文化センター指定管理委託料」については、平成２６年

度から、消費税による影響もありましたが、指定管理者の企業努力で、これま

で設定していた債務負担行為額で対応しておりました。しかし、ガス代の値上

げ等もあり、平成２７年度においては、これまでの予算での対応では困難なこ

とから、平成２７年度分の債務負担行為として、当該委託料４５３万円を追加

するものでございます。 

恐れ入りますが、４７ページへお戻り下さい。 

文化財課長  

９目、埋蔵文化財調査センター費で、1 億２，０８９万５，０００円の減額

補正でございます。説明欄 1 の、埋蔵文化財緊急調査事業（補助）は、大規模

な宅地造成等の開発に伴う試掘・確認調査時の重機借上げ費用の不足を生じた

為、各事業費の組み換えを行うものです。２の埋蔵文化財調査受託事業の 

４，０３９万３，０００円の減額補正は、本事業に係る当初見込み件数４件か

ら１件の発掘調査にとどまることが見込まれるため、各事業費を減額するもの

でございます。 

３の埋蔵文化財緊急調査事業（復興交付金）の７，７０２万５千円の減額補

正は、本事業に係る当初見込み件数３２件から９件の発掘調査にとどまること

が見込まれるため、各事業費を減額するものでございます。次のページをお願

いいたします。４の埋蔵文化財調査センター庶務事務につきましては、事業費

確定に伴う減額補正でございます。 

ここで２１ページをお願いしたいと思います。繰越明許費でございます。 

１０款４項社会教育費の３段目になりますが、埋蔵文化財調査受託事業で 
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９２３万円を繰り越しするものです。これは、宮内災害公営住宅建設の事業計

画が遅れたことに伴い、発掘調査の開始時期が３月となり年内の調査完了が困

難となったため繰り越しするものです。完了時期は平成２７年９月末を予定し

てございます。 

次の４段目の埋蔵文化財保存活用整備事業で７５６万円を繰り越しするも

のです。これは、埋蔵文化財調査センター大規模改造工事に係る実施設計業務

でありまして、先ほどご説明いたしました、２段目の文化センター改修事業と

連動するもので、完了時期は同様に平成２７年８月末を予定してございます。

恐れ入ります。４８ページにお戻りください。 

学校教育課長 

           １０款５項２目学校給食管理費で１，４０６万９，０００円の減額でござい

ます。説明欄１の学校給食調理事業で食材発注業務の食数減、及びアレルギ

ー児童生徒の給食費減のために、減額するものです。これは予算作成時に、

アレルギー疾患、放射線影響等の理由で給食をとらない児童生徒数を想定し

ていないこと、１０月末時点での学籍状況から人数を調整して想定している

ことから、このような減額になったものです。以上で、歳出の説明を終わり

ます。 

続いて歳入の説明をいたしますので３１ページをお願いいたします。１４

款２項３目教育費国庫補助金で、２４万２，０００円の減額補正です。１節

小学校費補助金、説明欄１の要保護児童就学援助費（修学旅行費）補助金で、

同事業の事業費確定に伴い４万７，０００円の減額です。国の補助率は２分

の１でございます。特別支援教育就学奨励費補助金も同様で事業費確定に伴

い１２万３，０００円の減額で、国の補助率は２分の１でございます。次に、

２節中学校費補助金、説明欄１の要保護生徒就学援助費（修学旅行費）補助

金で、同事業の事業費確定に伴い７万２，０００円の減額で、国の補助率は

２分の１でございます。 

文化財課長 

           次に、３６ページをお願いいたします。続きまして、１５款２項６目教育費

県補助金で２８３万円の減額補正でございます。１節社会教育費補助金で被災

博物館等再興事業費補助金の２１６万円の減額でございますが、これは歳出で

御説明申し上げました被災文化財（古文書等）保全等事業費の確定による減額

でございます。 

学校教育課長 

           ３節小学校費補助金で、学校教育課関係、宮城県被災児童生徒就学支援事業

費補助金で同事業の事業費確定に伴い、１０万９，０００円の減額で、県の補
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助率 は１０分の１０でございます。次に、４節中学校費補助金で、学校教育

課関係、宮城県被災児童生徒就学支援事業費補助金で同事業の事業費確定に伴

い、５６万１，０００円の減額するもので、県の補助率は１０分の１０でござ

います。 

３７ページをご覧下さい。１５款３項２目教育費委託金で、食育推進事業委

託金で、３０万円の減額です。同事業の中止に伴い、減額するものです。 

副教育長  

次に、４０ページですが、１８款１項４目教育施設及び文化施設管理基金繰

入金ですが、７，２５８万１，０００円の減額補正です。こちらの所管は市長

公室になります。説明欄にあるとおり、城南小学校校舎から文化センター改修

まで、それぞれの事業の事業費確定に伴い、繰り入れする金額を減額するもの

でございます。 

文化財課長 

           次に、４１ページをお願いいたします。次に２０款４項３目教育費受託事業

収入で４，０３９万３，０００円の減額補正でございます。説明欄の埋蔵文化

財 調 査 セ ン タ ー の １ の 埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 受 託 に お け る ４ ， ０ ３ ９ 万 ３ ， ０ ０ ０

円の減額は、歳出で御説明申し上げました事業費を減額することに伴う受託事

業収入の減額でございます。 

学校教育課長 

           次に２０款５項２目雑入で、５節学校給食費実費徴収金ですが、学校給食セ

ン タ ー 関 係 で 、 小 学 校 で ９ ９ ４ 万 ５ ， ０ ０ ０ 円 、 中 学 校 で は ７ ０ ８ 万 ５ ， ０ ０ ０

円、合計で１，７０３万円の減額補正でございます。これは、歳出の時にご説

明いたしましたが、小学校、中学校の食数の見込みが減ったことによるもので

ございます。 

副教育長 

           次に、４２ページですが、２０款５項７目 雑入で、太陽光発電売電料とし

て、グリーンニューディール分とあわせて、７万９，０００円の増額補正でご

ざいます。これは、当初予算で計上していた小中学校の太陽光発電売電料が、

見込額より大きくなったことによって、見込額との差額を補正するものでござ

います。 

文化財課長 

           次に、埋蔵文化財調査センター関係でございますが、太陽光発電の売電量で

５万１千円の増額補正でございます。 

副教育長  

以上で、歳入の説明を終わります。引き続き図書館の関係をご説明いたしま
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すので、よろしくお願いいたします。 

生涯学習課長  

それでは引き続き、図書館移転事業に係る補正予算について、ご説明させて

いただきます。恐れ入りますが、４６ページをお願いいたします。１０款４項

１目社会教育総務費の図書館移転事業関連でございますが、今回の補正の対象

となる市立図書館建設費負担金につきまして、これまでの教育委員会において

御説明してきた内容を踏まえながら、今回の増額の背景、要因等について、ご

説明させていただきます。 

これまで図書館移転事業の平成２６年度予算においては、財産の取得に相当

する建設費負担金として、約９億円の予算化をしておりましたが、平成２６年

１１月１９日開催の平成２６年教育委員会第１１回定例会におきまして、児童

書コーナーの増床等に伴う図書館の床取得に係る経費の見込みは、約１８億円

とご説明しました。 

増額の要因としましては昨今の建設事情に伴う建設資材や労務単価の高騰

によるものでございますが、その後、駅前の再開発事業の資金計画について市

長部局で精査したところ、まず、再開発事業の収入に当たる国からの補助金が

増額したことと、それに加え、再開発事業に係る３つのビル全ての入居主体に

対する負担割合について、調整を行った結果、床取得に係る経費につきまして

は、昨年１１月時点での約１８億円から約４億円減額し、総額としまして１４

億２，７４２万６，０００円となったものでございます。 

この負担金は、工事の進捗状況に合わせ、平成２６年度と平成２７年度の２

カ 年 度 の 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し て お り ま す の で 、 平 成 ２ ６ 年 度 は 、 総 額 ６ 億

７，９６０万３，０００円の経費を要することとなり、今回は、平成２６年度

分として予算化した、５億４，７４２万２，０００円に対して、不足する１億

３，２１８万１，０００円の増額を補正するものでございます。なお、残りの

７億４，７８２万３，０００円については、平成２７年度当初予算に計上いた

します。 

今後の予定につきましては、今回の補正予算について、市議会の議決後、多

賀城駅北開発株式会社と覚書の変更締結を行なった上で、昨年６月に一度議決

を得ておりました教育財産取得の変更に係る議案を、今年度内に市議会で提案

する方向で進めていきたいと考えております。 

また、昨年１１月に御説明いたしました、同じく建設費負担金として支出を

することとなる、図書館としての機能を整えるために必要となる内装及び什器

備品の整備に要する経費につきましても、概算で４億円と御説明しました整備

に係る経費が、見積りの結果４億１２０万１千円となり、平成２７年度当初予



- 19 - 

算に計上いたします。 

以上、平成２６年度から平成２７年度にかけての図書館移転事業に係る建設

費負担金の大枠につきまして、ご説明させていただきました。 

続きまして、補正の説明に戻ります。１０款４項１目社会教育総務費で、１

億３，２１８万１，０００円の増額補正でございます。説明欄 1 の１９節負担

金、補助及び交付金として、「市立図書館建設費負担金」を増額補正するもの

です。内容についてはただいまご説明したとおりでございます。恐れ入ります

が、２１ページをお願いいたします。 

第 ２ 表 繰 越 明 許 費 の う ち １ ０ 款 ４ 項 図 書 館 移 転 事 業 に つ い て 、 ７ 億 ２ ， ３ ６ ０

万３，０００円の繰越明許でございます。当初、予定した新図書館のオープン

時期が、平成２８年３月に変更になることに伴い、当初想定していた「建設費

負担金」の支払時期及び「図書館システム構築業務」に係るスケジュールが変

更となるため、平成２６年度内に支出を予定していた分を繰り越しするもので

ございます。 

次に、債務負担行為のご説明をさせていただきます。２２ページをお開き下

さい。第３表債務負担行為補正でございますが、債務負担行為は、複数年契約

を締結する業務や新年度当初から業務開始をするものについて、今年度中に契

約等の事務処理を行なう必要があることから、債務負担行為を設定させていた

だくものでございます。 

はじめに債務負担行為の追加でございます。「（追加）」の表の下から２番目、

「単年度契約事務に係る各種業務委託等」で、８億８，２５３万２，０００円

を計上いたしておりますが、そのうち、２億１，６８０万７，０００円として

「図書館移転準備業務委託」を、また、６，０８９万３，０００円として「図

書館奉仕業務委託」を計上しております。 

内容でございますが、「図書館移転準備業務委託」については、新図書館開

館に向けて、蔵書の整理や新図書館への搬出作業等の、移転開館に向けた準備

業務全般を委託するものです。 

また、「図書館奉仕業務委託」については、これまで、市職員が対応してい

た本の貸し出し等に係るいわゆる奉仕業務の委託となります。これら、図書館

に係る二つの業務につきましては、移転準備業務と奉仕業務を一体的に同時並

行で実施することで、新図書館における管理運営を円滑に進めていくことから、

新図書館の指定管理者として予定している、カルチュア・コンビニエンス・ク

ラブ株式会社へ委託するものでございます。 

次に、その下の「（変更）」の表をご覧下さい。債務負担行為の変更でござい

ます。表の 1 番目、「市立図書館建設負担金」ですが、債務負担行為限度額の
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変更につきましては、先ほど、歳出の際に御説明をいたしましたとおり、建設

資材や労務単価の高騰等による増額分でございます。変更前は、平成２６年度

及び平成２７年度の２カ年度分として、総額９億１，２３７万円としておりま

したが、変更後は、１８億２，８６３万７，０００円とさせていただきます。 

なお、平成２７年度分の建設費負担金につきましては、図書館として機能す

るために必要な内装・什器・備品の整備に必要な経費も含めております。内訳

等につきましては、のちほど、平成２７年度当初予算案の内容の中でご説明い

たします。 

以上で、歳出の説明を終わらせていただきます。 

次に、歳入でございますが、建設費負担金に充当する歳入としまして国庫補

助金や基金繰入金、教育債等がございますが、こちらにつきましては、市議会

では市長公室と建設部から説明することとなります。 

以上で、図書館移転事業に関連する補正予算の説明を終わります。 

副教育長 

           ただいまの図書館補正予算に関連する平成２７年度予算について、引き続き

ご説明いたします。 

生涯学習課長  

それでは、図書館移転に係る、平成２７年度予算を予定している部分につい

てでございますが、これは、次回以降の教育委員会で、ご審議いただくことに

なりますが、今回は、その概要について御説明をさせていただきます。議案第

３号関係資料「平成２７年度当初予算案 図書館移転事業関連に係る主な内

容」に基づき説明させていただきます。予算における事務事業単位で、図書館

移転事業関連に係る主なものを、記載しております。 

はじめに、１の図書館移転事業でございます。１点目として、図書館移転準

備業務委託料、２億１，６８０万７，０００円でございます。これは、先ほど、

平成２６年度補正予算の債務負担行為の際に、ご説明させていただいたところ

ですが、新図書館開館に向けて、蔵書の整理や新図書館への搬出等、移転開館

に向けた準備業務全般を、新図書館の指定管理者として予定しているカルチュ

ア・コンビニエンス・クラブ株式会社に委託するものです。 

２点目として、図書館システム構築業務委託料、６，６００万円でございま

す。これは、平成２６年６月議会に、補正予算として、提案し、議決をいただ

いた予算となりますが、改めて内容を御説明いたしますと、利用者の目線に立

ち、よりサービスの向上を図るため、移転を契機に新たに図書館システムを構

築するものでございます。 

主な内容としては、容易な図書の検索や自動貸出を可能にするほか、図書管
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理効率化ためのＩＣ化、読書通帳機器等に対応するためのシステム構築と、Ｉ

Ｔ環境への対応を目的とした館内のインターネット（Ｗｉ-Ｆｉ）環境の整備

等に要するものでございます。平成２６年度予算にも４，４００万円を計上し

ており、その後、先ほどの２月補正予算の際に、ご説明させていただきました

とおり、全額を平成２７年度への繰越明許費として設定いたします。 

以上、総事業費は、「図書館システム構築業務委託料各年度の予算措置」に

アンダーラインを記載しておりますとおり、平成２６年度・平成２７年度の予

算と合わせて、１億１，０００万円となります。 

３点目として、備品購入費５１７万６，０００円でございます。これは、新

図書館への移転に伴い、施設の管理に必要な備品を整備するものでございます。

主要な備品類として、返却ボックス、脚立、踏み台、ブックカート、プロジェ

クターを考えております。 

４ 点 目 と し て 市 立 図 書 館 建 設 費 負 担 金 で す が 、 １ １ 億 ４ ， ９ ０ ３ 万 ４ ， ０ ０ ０

円でございます。平成２７年度分の建設費負担金でございますが、その内訳と

して、記載されておりますとおり、次の「床取得費用」と「内装・什器備品」

のふたつがございます。①床取得費用として、７億４，７８２万３，０００円

でございますが、多賀城駅北開発株式会社が行う駅北再開発ビルＡ棟のうち、

市立図書館の建設に対する平成２７年度負担金でございます。平成２６年度予

算にも先ほどの２月補正予算での説明のとおり、６億７，９６０万３，０００

円の計上となり、その後、先ほどの２月補正予算の際に、ご説明させていただ

きましたとおり、全額を平成２７年度への繰越明許費として設定いたします。 

改めてでは、ございますが、床取得に係る建設費負担金総事業費は、１４億

２，７４２万６，０００円となります。なお、同建設費負担金は、床、壁、柱

のみの内装等がない状態の建物の購入経費となります。次に、②の内装・什器

備品として、４億１２１万１，０００円でございます。 

これは、負担金として新たに計上するものとなりますが、図書館として機能

するために必要な内装、什器・備品の整備を行うものであり、書架、什器、電

気設備、家具、サイン関係、バックヤードなどの整備費用でございます。整備

する内容や金額等の内訳につきましては、別紙Ａ３横長の資料「建設費負担金 

図書館内装工事、什器・備品整備費の概要」をもとにご説明させていただきま

すので、ご覧願います。 

１番から１５番までの番号ごとに名称を記載しております。また、それぞれ

の項目ごとに、見積金額と税込金額を記載しております。備考欄には、それぞ

れの必要な情報を細かく記載しております。目を通していただきご質問がある

場合はお願いしたいと思います。 
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次に、２の市立図書館管理運営事業でございます。市立図書館指定管理料と

して、２，３５８万４，０００円でございます。平成２８年３月開館に伴う、

１か月分の指定管理料でございます。これは、平成２６年６月に提案した指定

管理者の指定の議案において、年間の指定管理料については約２億８，３００

万円となることを御説明しておりましたが、平成２７年度では、１か月間のみ

の指定管理となる予定のため、約２億８，３００万円の１２分の１を指定管理

料の月額として計上したものです。 

次に、３の図書館施設維持管理事業でございます。図書館奉仕業務委託料と

して、６，０８９万３，０００円でございます。これは、先ほど、平成２６年

度補正予算の債務負担行為の際に、ご説明させていただいたところでございま

すが、これまで、市職員が対応していた本の貸し出し等に係るいわゆる奉仕業

務をカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社へ委託するものでございま

す。 

なお、先ほど説明いたしました、図書館移転準備業務と今、説明させていた

だきました、図書館奉仕業務の委託先についてで、ございますが、この二つの

業務をカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に委託して同時並行で行

い、新図書館への円滑な移転を進めていくこととしております。 

図書館移転に係る、平成 27 年度当初予算の概要につきましては、以上でご

ざいます。 

委員長   

かなり長くなりましたが、補正に関する説明がありました。ただいまの説明

について、質疑ありませんか。樋渡委員。 

樋渡委員 

           複雑な予算でわかりにくいのですが、この構築業務委託料は、市のほうで提

案した予算なんですか。それともカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会

社のほうからの提案で、こういう予算になりますよということなのでしょうか。 

生涯学習課長  

管理運営業務委託料でしょうか。２番の。 

樋渡委員  

１番の図書館システム構築委託料も含めてです。 

生涯学習課長  

以前からご説明してきましたが、今の図書館はバーコード管理であって、本

のスピーディな管理もできない。あと、将来的な移転の際に、目指している入

館者の人数に対応するような、自動貸出器にも対応できないことから、すべて

ＩＣ化にしていこうと以前から説明しておりますが、それに対応するＩＣ化の
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対応するためのシステムですので、以前から計画してきた内容です。 

樋渡委員  

いろいろな購入費とかに関しては、例えば、建設費負担金、内装工事につい

ては、見積もりというのは複数箇所からとっているのでしょうか。 

生涯学習課長  

これも以前からご説明していますが、建設費負担金ですから、建設費ではご

ざいません。これは、駅北開発ビル株式会社が建てる建物ですので、それにか

かる費用について、先ほど申し上げた、床と天井と柱だけあるというスケルト

ンのものとして、建設費負担金としては、駅北からうちのほうに見積もりが出

ています。それに加えて、先ほど４億円の什器・備品にかかる整備費として説

明しましたが、それにつきましても駅北から見積もりが出ております。 

これについては、基本的には、図書館移転計画で示しております私たちが求

めている居心地の良い空間の創出という、空間創出の発想を、その備品等に落

とし込んでいただくという約束の下で整備に必要な経費としての見積もりが

上がっております。もちろんその見積もりの内容については、私たちも細かく

精査しております。裏付けとか、市販の価格とか、間違いがないかどうか。４

億１２０万円につきましては、もらった見積もりもすべて細かく精査した内容

で行っております。 

樋渡委員  

市立図書館の管理運営事業と図書館施設維持管理事業ですが、図書館奉仕業

務委託料というのが、これまで市の職員の方が対応していた本の貸し出し等の

いわゆる奉仕業務というところで、年間約６，０００万円かかると考えるわけ

ですか。そうすると規模が大きくなるとして、今までの職員が対応してきた金

額はいくらぐらいですか。 

生涯学習課長  

今、資料を持っていないので後ほど。 

樋渡委員  

例えば、維持管理事業にしても運営事業費にしても毎年かなり大きく施設も

立派にするから、業務内容も変わってくるので、維持管理料もかなり高くなる

けれども、今後、運営していく上で、赤字とかそういうことはないんでしょう

が、運営費としてやっていけるのかどうなのか、素朴な疑問です。 

それから、もう一つ、先ほどの図書館移転事業に戻りますが、読書通帳に対

応するためのシステム構築となっていますが、前に一度ポイント制にするとい

ったものと関連しているのですか。本を貸し出しかなんかする時に、ツタヤか

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社ですか、ポイント制で、本を借
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りるとポイントがつくとかつかないとか、私がごっちゃになっているのかもし

れませんが。 

生涯学習課長  

そういう話しは一度もしたことはありません。読書通帳の話しはしました

が、ポイントの話はしておりません。通帳は銀行の通帳と同じように、自分の

読んだ本が印刷される、子どもが自分の読んだのがどんな本で何冊読んだのか

容易にわかるようなシステムだということです。 

樋渡委員  

そのシステム全体で値段はどのくらいかかるんでしょうか。それはお子さん

だけではなくて成人でも借りた人に対して、こういうものが一人に対してひと

つ対応するということですか。 

生涯学習課長 

           基本的には子どもさんには、通帳は無料で配布したいと思っています。多少

の費用はかかりますが。今からの計画なので、どこからどの範囲でどのくらい

サービスを高めるかの計画を検討しています。今のところ、多賀城市の市民の

子どもには無料で配布しようとしています。あと、大人の皆さんには図書館協

議会の中で話しがあった内容ですが、ある委員さんが今までどんな本を読んだ

か、自分の人生の中で手帳にメモしていた。これを読んだとか。通帳を大人に

も渡してもらうとすごく助かるという、自分がどんな本を読んだか一目瞭然で

わかるという話しもあったので、費用等も勘案しながら市民全般で希望者に対

応できるんだったら、無料か多少の有料かわかりませんが、市内の皆さんに配

布できる体制をとっていこうかなという方向性は持っています。 

樋渡委員  

個人的には、お子さんが昔、図書カードといって借りたものを書いてひとつ

は自分で持っている。図書館では、本自体に誰にいつまで貸したかというもの

があったのですが、それをＩＴ化するのに莫大な費用がかかるのであればもっ

たいないのかなあということと、通帳にすると、いっぱい貯まってきますので、

ひとつの自分が読んだ記録としてはいいかもしれないのでしょうが。 

生涯学習課長  

子どもさんには、子ども読書推進に力を入れています。学校単位でも読書推

進には、ポイント制にしたり、いろいろな仕掛けをやっています。図書館でも

皆さんご存じのように子どもに特化した読書コーナーを設けたりして、読書推

進を進めています。ブックスタートの意味からいって、お母さんが一番はじめ

に子どもに読み聞かせる本から始まって、どんな本を子どもに読ませたかその

変遷を、通帳の中に歴史として刻まれていくという意味です。ものは銀行の通
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帳とすっかり同じです。そういうものもやはり読書推進に拍車をかけるという

か、後押しになるのではないかと思います。０歳児からの利用も、絵本をあな

たに読んでやったんだよとか、そういうものも含めて、そういうことも仕掛け

として考えていきたいなということで計画したものです。 

樋渡委員 

   わかりました。ありがとうございます。 

委員長  

    樋渡委員さんの話は、そういったものを市でやっていくのは、結構なことだ

が、その費用対効果について心配はないのかということですので、その辺は十

分配慮した上でのことだと思いますが、ひとつのご指摘として受け止めていた

だければと思います。他に質疑ありませんか。 

（質疑なしの声あり） 

委員長  

           質疑がないものと認め、採決に入ります。議案第３号についてご異議ありま

せんか。 

    （「異議なし」の声あり。） 

委員長  

   異議がないものと認め、議案第３号について原案のとおり決定します。

日程第５ その他

委員長 

          次にその他に入ります。各委員から特に議題にしたい事項などありましたら

お願いします。 

（なしの声あり） 

委員長  

           ないようですので、以上で、本日の議案等の審議をすべて終了いたします。

これをもって、多賀城市教育委員会第１回定例会を終了いたします。 

     午後５時５５分閉会 
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